
○交通死亡事故多発警報実施要領及び交通死亡事故多発非常事態宣言実施要領の

運用について

令和６年２月５日

道本交企第4626号

／警察本部各部、所属の長／警察学校長／各方面本部長／各警察署長／宛て

みだしについては、北海道が定めた「交通死亡事故多発警報実施要領又は交通死亡事

故多発非常事態宣言実施要領 （以下「多発警報等実施要領」という ）の運用が継続」 。

されることとなったので、交通死亡事故が多発した場合、関係機関・団体と連携を強化

し、緊急かつ効果的な抑止対策を推進されたい。

なお 「交通死亡事故多発警報実施要領及び交通死亡事故多発非常事態宣言実施要領、

の運用について （平31. ３. 29道本交企第6963号）は、廃止する。」

記

１ 制度の概要

別紙「多発警報等実施要領の概要」のとおり

２ 発表時の留意事項

⑴ 警察本部及び方面本部

ア 交通死亡事故に関する統計資料等の提供

（ 「 」 。） 、 （ ）警察本部及び方面本部 以下 本部 という は 北海道知事部局及び 総合

振興局に対して、交通死亡事故に関する統計資料等、交通死亡事故多発警報（以

下「多発警報」という ）又は交通死亡事故多発非常事態宣言（以下「非常事態宣。

言」という ）の発表に必要な情報を提供すること。。

イ 警察署に対する指導・助言

本部は、多発警報等実施要領が効果的に運用されるよう、発表された（総合）

振興局管内を管轄する警察署（以下「管轄警察署」という ）が実施する対策につ。

いて指導・助言を行うとともに、管轄警察署間の調整を図ること。

ウ 多発地域に対する支援

本部は、多発警報又は非常事態宣言が発表されたときは、交通死亡事故が多発

している地域に対して、交通機動隊等の執行隊を派遣して交通指導取締りを強化

するなど、警戒力を強化するための支援措置を講ずること。

⑵ 警察署

ア 交通指導取締等の強化

管轄警察署は、多発警報又は非常事態宣言が発表されたときは、交通指導取締

り及びレッド警戒活動を強化して、交通死亡事故抑止のための警戒力を強化する

こと。

イ 所属教養の徹底

交通部門の各級幹部は、所属職員に対し、多発警報及び非常事態宣言の趣旨と

その重要性を理解させるとともに、多発警報又は非常事態宣言が発表された場合



に多発警報等実施要領に定めた対策を速やかに実施できるよう指導教養を徹底す

ること。

⑶ 効果的な情報発信活動の推進

本部及び管轄警察署は、交通事故に関する情報を「北のひろめーる」により発信

するほか、交通安全アドバイザーや新聞、テレビ、ラジオ等の各種メディアに対し

て積極的に素材提供を行うなど、交通安全意識の高揚と注意喚起が図られる広報を

推進すること。

３ 添付資料

○ 別添１「交通死亡事故多発警報実施要領」

○ 別添２「交通死亡事故多発非常事態宣言実施要領」

※ 別添は省略



別紙

多発警報等実施要領の概要

警 報 非 常 事 態 宣 言

交通死亡事故が全道又は特定の地域に 交通死亡事故が全道において一定期間

おいて一定期間に多発した場合又は多発 に多発した場合又は交通死亡事故死者数

するおそれがある場合に発表し、道民の が全国一に浮上した場合に発表し、警察

交通事故に対する注意を喚起させるとと 及び関係機関等が連携して、道民総ぐる趣 旨

もに、早期に交通死亡事故の多発傾向に みの交通死亡事故抑止対策を全道規模で

歯止めをかけるために、警察及び関係機 実施する。

関等が連携して、集中的な交通死亡事故

抑止対策を実施する。

○ 「交通死亡事故多発警報実施要領」、「交通死亡事故多発非常事態宣言実施要領」根 拠 規 定

○ 全道警報は知事 ○ 知事（道警察本部長と協議）
発 表 及 び

○ 地域警報は総合振興局長又は振興局 ・メッセージを発表する。
解 除 権 者

長

○ 全道警報 ○ 全道警報の基準の倍を上回るなど、

３日間で死者数が下記の基準に達し 交通死亡事故が著しく多発し異常な事

たとき 態と認められるとき。

・５件以上発生

・２件以上で６人以上の死者が発生 ○ その他社会的反響が著しい重大な交発 表 基 準

通死亡事故が発生した場合などで知事

○ 地域警報 が道警本部長と協議し特に必要と認め

３日間で死者数が下記の基準に達し たとき。

たとき

・３件以上発生

・２件以上で４人以上の死者数が発生

おおむね１週間とするが、その後の発 おおむね１か月間とするが、その後の
発 表 期 間

生状況により延長することができる。 発生状況により延長することができる。

○ 交通事故分析資料の提供

○ 交通指導取締り、レッド警戒等の街頭活動の強化
道 警 察 の

○ ホームページ、交通情報板、懸垂幕等による広報・啓発
推 進 事 項

設定した期間日数を経過したときに解除される。解 除

その他必要な事項については、北海道交通安全対策七者連絡会議の意見を参考
そ の 他

にし、北海道が決定する。


